
　

介護保険料

 納付方法　※状況により納付方法が変わります

国民健康保険税 後期高齢者医療保険料

納付方法と通知書発送のお知らせ
税務課税制係　☎(63)2117

各保険料（税）の通知書を7月11日（金）に発送します。
保険制度は皆さんの保険料（税）で支えられています。納期限内に必ず納めましょう。

≪普通徴収≫
　納付書またはスマートフォンアプリ（ＰａｙＰａｙ・ｄ払
い等）、口座振替等による納付です。納期限は右の
表の通りです。口座振替の場合は、納期限の日に振
り替えます。

≪特別徴収≫
　年6回、偶数月の年金の定期払いから天引きしま
す。特別徴収開始通知書も7月11日（金）に発送し
ます。普通徴収から特別徴収になる場合は、10月
から切り替わります。

○特別徴収になる人
　次の条件を満たす人が特別徴収の対象です。
 ・ 介護保険料が特別徴収されている
 ・ 世帯主が国民健康保険に加入している
 ・ 世帯主の年金受給額が年18万円以上
 ・ 国保税と介護保険料の合計金額が、天引き対象
　となる年金受給額の2分の1を超えない
 ・ 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満

※世帯主が年度途中で75歳になる場合は普通徴収
　になります。

○特別徴収になる人
　次の条件を満たす人が特別徴収の対象です。
 ・ 介護保険料が特別徴収されている
  ・ 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計金額
　が、天引き対象となる年金受給額の2分の1を超
　えない

※年度途中で75歳になった人、転入された人、障害認
　定によって切り替えた65歳以上の人は普通徴収
　となります。

○特別徴収になる人
　年金が年間18万円以上で、年金を担保にしてい
ない人が特別徴収の対象です。

※年度途中で65歳になった人、転入された人、特別
　徴収が中止になった人は普通徴収になります。　国民健康保険は主に自営業や会社を辞めた人が

加入する制度で、健康を支えるためのものです。
　納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入
していなくても、世帯内に国保加入者がいれば、世
帯主に納税通知書が届きます。 　後期高齢者医療保険は、75歳（一部65歳）以上

の人が対象で、保険料は本人が負担します。

　介護保険は、40歳以上の人が加入する支え合い
の制度です。40～64歳の人は加入する健康保険税

（料）の一部として、65歳以上の人は介護保険料と
して市に納めます。年金の受給額などにより、納め
方が変わります。

　希望する人は、口座振替をする預金
通帳、通帳印、納税通知書を持参し、納税課納税管
理係（市役所2階②番窓口☎(63)2116）、各コミュ
ニティセンター、市内取扱金融機関、郵便局で手
続きをしてください。

★口座振替を推奨しています。
　便利で納め忘れのない「口座振替」
　への切り替えをお願いします。

口座振替キャンペーン実施中！

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

普通徴収の納期限
第１期

 令 和
 ７ 年

7月31日（木）
第２期 9月  1日 （月）
第３期 9月30日（火）
第４期 10月31日（金）
第５期 12月  1日 （月）
第６期

 令 和
 ８ 年

1月  5日 （月）
第７期 2月  2日（月）
第８期 3月  2日 （月）

★各保険料（税）の料（税）率は、通知書に同封されるチラシまたは、市ホームページをご確認ください。

▼詳しくはこちら
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鹿沼中央地域包括支援センター
職員の皆さん

地域包括支援センターのご案内

高齢者のお悩みは
気軽にご相談ください
　市は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ
る体制づくり「地域包括ケアシステム」を推進し、そ
の中心的役割を担う機関として「地域包括支援セン
ター」を設置しています。専門知識を持った職員が、
高齢者に関する相談や介護予防の取り組みなど、さ
まざまな支援を行っています。
　また、「在宅介護支援センター」では、平日夜間お
よび土・日・祝日に心配事や悩み事についてブランチ
（相談窓口）業務を行っています。近くのセンターへ、
気軽にご相談ください。 高齢福祉課地域包括支援センター　☎（６３）２１７５

　気になる！どうなの？高齢者相談のＱ＆Ａ

高齢者に関することなら、どんなことでもご相談ください。
・介護保険（認定・サービス）に関すること
・住まいや施設入所のこと
・高齢者虐待や成年後見制度のこと
・認知症や医療のこと
・介護予防や健康づくりのこと
・その他高齢者に関する相談

相談は無料です。相談方法は、来所や電話のほか、
自宅等への訪問も可能です。

高齢者の様子や体調の変化、家族の不安などを思うま
まにお話しください。専門的な言葉や、難しい言葉を使
う必要はありません。
（例）「最近、体のおとろえを感じ、このまま生活するの
　　が不安だ」
　　「離れて住む親が、認知症ではないか心配」
　　「近所の○○さんは、とても明るい方だったのに、
　　最近は自宅に閉じこもりがちだ」

どんな相談ができますか？

相談は有料ですか？
センターに行かなければ相談できませんか？

どうやって相談すればいいですか？

　２４時間対応！ご相談はこちらまで
平日 午前８時３０分～午後５時１５分（祝日・年末年始は休み） 夜間　および　土・日・祝日
名　　称 担当地区 住　　所 電話番号 名　　称 住　　所 電話番号

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

東 東部、北犬飼 上石川１４６５–４
（北犬飼コミセン内）（７４）７８０１

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

さつき荘 白桑田２５４–７ （７６）２９５６

東部台 北部、東部台 幸町２丁目１–２６
（木村ビル１階） （７４）７３３７ グリーン

ホーム 下日向４３８–１ （６３）３６７７

北 菊沢、板荷 富岡４９２–２
（オレンジホーム内）（６２）９６８８

たけむら
クローバー館 茂呂１８５８–１４７ （６３）６００５

中央 中央、東大芦
西大芦、加蘇

上殿町９６０–２
（老人保健施設かみつが内）（６４）７２３６ かみつが 上殿町９６０–２ （６４）７２８１

南 北押原、南押原 樅山町４０–２
（デイサービスセンターリズム内）（６０）２０００ ハーモニー 村井町１４６–６ （６０）２３４５

西 南摩、粟野、粕尾
永野、清洲

口粟野１７８０
（粟野コミセン内） （８５）１０６１ おりづる 茂呂１０９０–２５ （６０）２２７２

鹿沼 市内全域 今宮町１６８８–１
（市役所高齢福祉課内）（６３）２１７５ 粟野荘 深程１５２１–１ （８５）２５１２
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